入会・継続方法

· 岐阜県下の看護実践に従事する看護職（養護教諭を含む）が個人加入することによって会員になることができます。

· 会費は、年額 2,000円で、会員期間は4月～翌年3月までの1年間となります。

· 本会専用の払込取扱票を使用し個人で会費をお納め下さい。すでに会員の方には、毎年5月頃に下記の払込取扱票を送付しますので会費をお納め下さい。手数料は会員負担となります。

· 郵便振替払込請求書兼受領証は、会員であることの証明になります。看護実践研究交流集会参加時と会員の特典を受ける際には提示が必要となりますので大切に保管して下さい。

· 会員登録内容の変更や退会については、「会員登録変更・退会届」をコピーし、必要事項を記入し、事務局宛にお知らせください。

· 研究支援申し込みの方は、研究支援開始から発表終了までは会員であることが必要です。また、研究メンバー全員が入会・継続の手続きをして下さい。
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